
４　健康診断受診に係る助成
（１）　健康診断受診助成

１）交付要綱
「令和３年度健康診断受診に係る助成要綱」（令和３年４月１日付東ト協業交発第５

号）
２）助成対象

助成対象者は、東京都トラック協会会員の事業所に在籍するドライバー。
３）助成額

助成額は、１名につき１,０００円とし、１社３０名を上限とする。
（ただし、会費納入車両数まで。）

４）助成対象期間
令和３年４月１日から令和４年３月１０日までに受診及び助成金申請書を提出した

もの。
ただし、支部主催の健康診断については、年度内に助成金支払い処理が完了するものに
ついては、上記期間以降についても対象とします。

５）助成の実施機関
（一社）東京都トラック協会

【 問合せ先 】
（一社）東京都トラック協会　業務部交通環境グループ

�０３�３３５９�６２５７
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（２）　ドライバー等安全教育促進助成
ドライバー等安全教育促進助成事業取り次ぎ実施要領（令和３年３月２９日）
１）申込み受付期間　

令和３年４月１日（木）～令和４年３月２８日（月） 
※但し、令和３年３月５日（金）～３月３１日（水）の間に対象研修施設へ受講申し

込みが行われたものについては遡って助成対象とする。 
※上記期間内であっても、東ト協分の予算額に達した場合には、その時点で受付終了

とする。
２）助成対象者

東ト協会員事業者の原則都内事業所に勤務している運転者等
３）予算額 

３４３万円  
４）助成対象研修施設・研修内容 

� 特定研修施設 
① 一般社団法人愛知県トラック協会 中部トラック総合研修センター 

愛知県みよし市福谷町西ノ洞 21-127
ＴＥＬ：0561-36-1010 ＦＡＸ：0561-36-1210 

②一般社団法人埼玉県トラック協会 埼玉県トラック総合教育センター 
埼玉県深谷市黒田 2091-1
ＴＥＬ：048-584-0055 ＦＡＸ：048-584-0090 

� 指定研修施設 
①自動車安全運転センター 安全運転中央研修所 

茨城県ひたちなか市新光町 605 番地 16  
ＴＥＬ：029-265-9560 ＦＡＸ：029-265-9552     

②クレフィール湖東 交通安全研修所 
滋賀県東近江市平柳町 22-3  
ＴＥＬ：0749-45-3872 ＦＡＸ：0749-45-3877  

③総合交通教育センター ドライビングアカデミー北海道 
東地区会場 
北海道釧路市芦野 5-12-１
ＴＥＬ：0154-37-1196  ＦＡＸ：0154-37-1178
西地区会場
苫小牧市拓勇東町 8-6-68 
ＴＥＬ：0144-57-8410  ＦＡＸ：0144-57-8410 

④総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 弘前 
青森県弘前市和泉 1-3-1 
ＴＥＬ：0172-28-2727  ＦＡＸ：0172-28-3382 

⑤総合交通教育センター ドライビングアカデミー宮城 
東地区会場 
石巻中部自動車学校 
宮城県石巻市門脇字浦屋敷 124-1  
ＴＥＬ：0225-94-1285  ＦＡＸ：0225-94-1288 
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西地区会場 
富谷自動車学校 
宮城県富谷市三ノ関膳部沢上 11-3  
ＴＥＬ：022-358-8787  ＦＡＸ：022-358-8777 

⑥総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ 南湖 
福島県白河市白坂一里段 6-236 
ＴＥＬ：0248-22-1177  ＦＡＸ：0248-22-5453 

⑦総合交通教育センター ドライビングアカデミーぐんま 
前橋自動車教習所 
群馬県前橋市関根町 2-1-18 
ＴＥＬ：027-233-1155  ＦＡＸ：027-233-2004 
かぶら自動車教習所 
群馬県藤岡市立石 1563  
ＴＥＬ：0274-42-0462  ＦＡＸ：0274-42-8280

⑧総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ千葉 
千葉県旭市鎌数 5146 
ＴＥＬ：0479-64-0100  ＦＡＸ：0479-64-0102 

⑨総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ小田原 
神奈川県小田原市蓮正寺 540-2 
ＴＥＬ：0465-36-1215  ＦＡＸ：0465-37-4603

⑩総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ大原 
岐阜県多治見市幸町 7 丁目 29-1 
ＴＥＬ：0572-27-2356  ＦＡＸ：0572-27-2967  

⑪総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰＡＢＯＳＨＩ
兵庫県姫路市網干区高田 108 番地
ＴＥＬ：079-274-1839  ＦＡＸ：079-274-2729  

⑫総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ テクノ 
広島県安芸郡熊野町 5640-1 
ＴＥＬ：082-854-4000  ＦＡＸ：082-854-9466 

⑬総合交通教育ｾﾝﾀｰ ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞｱｶﾃﾞﾐｰ石原 
愛媛県松山市空港通 4 丁目 8-12 
ＴＥＬ：089-972-1010  ＦＡＸ：089-972-1039 

⑭総合交通教育センター ドライビングアカデミーＯＮＧＡ 
福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀 81-5 
ＴＥＬ：093-293-2359 ＦＡＸ：093-293-2427  

⑮総合交通教育センター ドライビングアカデミーＭＩＹＵＫＩ 
宮崎県都城市都北町 7333 番地 
ＴＥＬ：0986-38-1001 ＦＡＸ：0986-38-0908 

⑶ 研修内容 
1）特別研修 ・・・・・・令和３年度ドライバー等安全教育訓練促進助成制度　 

特別研修一覧 参照 
2）一般研修 ・・・・・・令和３年度ドライバー等安全教育訓練促進助成制度
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一般研修一覧 参照
※各一覧は東ト協ホームページを参照  

５）助成対象人数・助成額 
１社１０名まで 

� 特別研修：令和３年度ドライバー等安全教育訓練促進助成制度　特別研修一覧
に定める額（２泊３日／４泊５日） 
Ｇマーク認定事業所の場合は原則受講料全額助成（ただし一部例外有り） 

� 一般研修：令和３年度ドライバー等安全教育訓練促進助成制度　一般研修一覧
のとおり（１泊２日）
受講料の一部 定額１０,０００円
※各一覧は東ト協ホームページを参照 

６）事業者が助成申込みから助成金を受け取るまでの流れ 
� 助成枠の事前確認

事業者が、東ト協へ連絡し、助成枠に空きがあるかを確認する。 
� 施設予約 

助成枠の空きを確認後、事業者が安全教育訓練施設に予約する。 
⑶ 助成枠申し込み 

東ト協に助成枠の申込書を提出する。（「ドライバー等安全教育訓練助成申込書」）
⑷ 受講料納入 

安全教育訓練施設に受講料を納入する。 
※受講開始の７日前までに納入すること。（７日を過ぎるとキャンセル扱いとする。）

⑸ 訓練実施  
訓練終了後に安全教育訓練施設より修了証が交付される。 

⑹ 実施報告 
訓練終了後に７日以内に東ト協へ下記の書類により実績報告する。 

①「ドライバー等安全教育訓練実施報告書」
②研修参加報告書     

添付書類 ・研修修了証の写し  
・受講料に係る領収証（銀行振込金受取証等でも可）の写し 
・Ｇマーク認定書の写し（Ｇマーク所有の事業者で特別研修を受講する場合）
※各様式は東ト協ホームページを参照 

⑺ 助成金の交付 
東ト協より助成金交付  

７）申し込みの取り下げ及びそれに伴う費用負担について 
①申し込みの取り下げについて 

研修開始日の７日前までに東ト協へ下記書類を提出する。 
「ドライバー等安全教育訓練実施申し込み取下届」        

②費用負担になる場合 
以下のいずれかに該当する場合は受講料が全額負担となる。 
・受講開始日の７日前を経過して申込みを取下げたとき。 
・特別な事由無く、所定の研修を修了しないか、又は受講を途中で中止したとき。
・所定の書類を添付した実施報告書を研修修了後７日以内に提出しないとき。 
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・研修又は手続き等において、不適切な行為などがあったとき。

【 問合せ先 】
（一社）東京都トラック協会　業務部交通環境グループ

�０３�３３５９�３６１８
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（３）　運転者適性診断（初任診断・適齢診断）受診助成
１）交付要領　

運転者適性診断（初任診断・適齢診断）受診要領（令和３年４月１日）
２）適性診断補助 協定先適性診断認定機関　

適性診断補助の対象は、次の認定機関において実施する初任診断及び適齢診断とする。
� 独立行政法人 自動車事故対策機構　東京主管支所

〒 130-0013　東京都墨田区錦糸 1-2-1　アルカセントラルビル８階       
� 独立行政法人 自動車事故対策機構　神奈川支所

〒 222-0033　神奈川県横浜市港北区新横浜 2-11-1　神奈川県トラック総合会館
⑶ ヤマト･スタッフ･サプライ 株式会社　東京研修センター

〒 135-0064　東京都江東区青海 2-4-32　タイム 24 ビル 11 階北棟
⑷ 一般社団法人　こころーど

〒 144-0052　東京都大田区蒲田 5-15-8　蒲田月村ビル６階
⑸ 株式会社 都南　(神奈川安全運転研修センター）

〒 252-0021　神奈川県座間市緑ヶ丘 4-20-1　
⑹ 杉並交通第二 株式会社

〒 168-0072　東京都杉並区高井戸東 3-36-15
⑺ 飛鳥ドライビングカレッジ川崎 株式会社  安全研修センター

〒 210-0025　神奈川県川崎市川崎区下並木 97
⑻ 青伸産業運輸　株式会社

〒 198-0023　東京都青梅市今井 3-10-1
⑼ アンモータースクール

〒 331-0065　埼玉県さいたま市西区二ツ宮 797-1
⑽ 株式会社　京成ドライビングスクール

〒 125-0054　東京都葛飾区高砂 5-54-10
３）運転者適性診断補助の対象　

� 補助対象者　　　　　　東ト協の会員事業所に所属する運転者等
� 補助対象とする診断　　初任診断及び適齢診断　（上記２）．の協定先認定機関

での受診に限る)　
⑶ 補助金額　　　　　　　受診 1 名あたり　２,０００円
⑷ 年間対象人数　　　　　２,２００名
⑸ 年間補助額　　　　　　４,４００,０００円

４）運転者適性診断（初任診断又は適齢診断）受診の取扱い
協定先認定機関が実施する運転者適性診断 (初任診断又は適齢診断）の受診料の一部
補助の手続きは以下による。

� 受診を希望する会員事業所は、所属する支部において、事前に「令和３年度適性
診断受診依頼書」（第 1 号様式）の交付を受け、希望する協定先認定機関へ予約
を入れ受診する。

� 会員事業所は、 ①「適性診断受診料一部補助申請書」の枠内に必要事項を必ず記
入する。②代表者印は社長、支店長、担当部長等を含む社内で権限委任を受けて
いる職名印を押印する。

５）受診当日の取扱い
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� 受診者は、必要事項を記入した｢令和３年度適性診断受診依頼書｣を受診窓口に
提出し、正規の受診手数料から２,０００円を差し引いた金額を協定先認定機関に
支払い適性診断を受診する。

� 受診の際に「令和３年度適性診断受診依頼書」の提出がない場合は、受診料の一
部補助は受けられない。

【 問合せ先 】
（一社）東京都トラック協会　業務部交通環境グループ

�０３�３３５９�３６１８
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（４）　運転記録証明書交付料助成
１）交付要領　

「運転記録証明書交付料助成事業取扱要領受診要領」（令和３年４月１日）
２）実施期間令和３年４月１日から令和４年３月３１日
３）助成総額２,０１０,０００円（補助対象３,０００名）
４）会員事業者における交付料助成（上限）

� 所属支部登録台数が３０台未満の場合は、運転者の人員に関係なく、年度を通じ、
１社支部登録台数（名）までを上限として助成します。

� 所属支部登録台数が３０台以上の場合は、運転者の人員に関係なく、年度を通じ、
１社３０台（名）までを上限として助成します。

５）交付助成要領
� 交付申請料助成額

助成額は申請者１名につき６７０円とし、東ト協本部より自動車安全運転センタ
ー東京都事務所へ支払います。

� 交付申請手順
①東ト協指定の運転記録証明書交付申請書・委任状（申請者一覧）に必要事項をす

べて記入し、代理人及び申請者の押印をしてください。
※運転記録証明書交付申請書・委任状は、所属支部にお問い合わせください。

②作成した上記①の申請様式等を、自動車安全運転センター東京都事務所へ提出
してください。
また、交付申請書１枚に委任状を複数枚添付して申請することもできます。（郵
送可）
出来上がった証明書は、委任状記載の事業者（代理人）宛に一括送付されます。
参考：〒140－8682 東京都品川区東大井 1-12-5 警視庁鮫洲運転免許試験場内自
動車安全運転センター東京都事務所 電 話 ０３－５７８１－３６６０

６）本年度分の申請期限
令和３年４月１日から令和４年３月３１日までに自動車安全運転センター東京都事
務所宛てに郵送での到着、もしくは直接窓口に申請されたものに限り、本年度分の対
象となります。

７）その他・注意
� 所属支部印を押印した交付申請書等様式のコピー使用（使い回し）は、原則不可。
� 申請書類に不備（押印もれ等）があった場合には、証明書は交付されません。
⑶ 当該交付申請書助成の取扱先は、自動車安全運転センター東京都事務所のみと

なります。
８）（参考）関東交通共済協同組合での取扱いについて

運転記録証明書交付料の助成（６７０円）は、同組合でも組合員を対象に実施してお　
りますので、詳細は同組合安全推進部へお問い合わせください。

（問い合わせ先）関東交通共済協同組合安全推進部
電　話 ０３－５３３７－１７５４
ＦＡＸ ０３－５３３７－１７６７
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【 問合せ先 】
（一社）東京都トラック協会　業務部交通環境グループ

�０３�３３５９�３６１８
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